


観光バスレンタルで注意すべき重要な安全規定 

 

一、観光バス運転手は、1日10時間以上運転してはならず、4時間ご

とに30分の休憩をとること。 

二、1日貸し切りの場合、運転手1人につき乗車開始からスケジュー

ル終了までが11時間を超えないこと。 

三、観光地や目的地に到着してから降車後は、運転手の休憩時間と

し、運転手に十分な休憩を取らせ、これを恣意的に邪魔をし

てはならない。 

四、運転手は交通安全規定を守って運転すること。運転手の運転の

疲労や規定時間を超える労働を避けるため、乗客は観光バス

会社との協議や同意なしに勝手にスケジュールの変更・追加

をすることはできない。また、運転手への速度超過や違法行

為の要求も不可とする。 

五、2日以上の行程の場合、運転手は翌日10時間以上の休息が必要と

なるため、1人１部屋、夜間に快適な休息ができる部屋を準備

すること。 

 

＊観光バスレンタルをご利用のお客様に再度お伝えします。観光バスのご利

用に関する安全規則を遵守していただくことで、旅行の質と道中の安全が

確保されます。この規定に反した場合、観光バス会社及び運転手に罰則が

課せられますので、十分にご注意ください 
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